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常滑港

1. 概況

　常滑港は、伊勢湾に面し、知多半島西海岸中央部に位置す
る地方港湾である。
　江戸時代より背後で発展した窯業の積出港として、廻船業
を中心とする海上交通の要衝として栄えた。その後も昭和40
年代までは、背後の窯業の発展により取扱貨物量は増加の一
途をたどり、臨海部では、輸出のための集積場の狭隘や背後
人口の増加に伴う住宅地の不足等に対応するため、埋立事業
による造成事業も盛んに行われたほか、漁業基地としての役
割も果たしてきた。このように、窯業原材料となる鉱産品や
砂、砂利、水産物を取り扱い、地場産業を支える重要な物流
基盤としての役割を担ってきたが、取扱貨物量は昭和45年を
ピークに減少傾向で推移してきた。
　このような状況の中、本港の沖合に中部国際空港が建設さ
れることとなり、平成12年には、中部国際空港に関連する港
湾として特定地域振興重要港湾に選定された。平成14年には
港湾法に基づく港湾計画を策定し、中部国際空港への海上ア
クセス基地として港湾区域を拡大した。平成17年の中部国際
空港の開港により、陸海空のターミナルとして、また中部圏
の海の玄関口としての機能が加わり、国際ハブ空港の役割を
担う空港を支える港として、海上貨物・海上交通等に対応し
た施設の整備が行われた。
　本港の令和6年の取扱貨物量は、約387千トンであり、伊
勢湾対岸である三重県から中部国際空港への海上アクセスの
利用者は年間約15万人（令和5年度実績）である。また、県

内工場で生産された航空機の主翼等大型貨物を海上輸送し、
本港を経由して中部国際空港から専用貨物機により空輸され
るシーアンドエア輸送も行われ、中部の航空産業にとって、
重要な役割を担っている。
　りんくう地区は海洋レクリェーション機能を備えた総合的
な港湾空間として港湾計画に位置付け、人工海浜やプロム
ナードを整備している。平成24年1月には、マリンレクリェー
ション需要へ対応するため、マリーナ計画として、小型桟橋
などを位置付け、平成25年に「NTPマリーナりんくう」が整
備されると、マリンレジャーに加え、常滑市と連携したイベ
ントが開催されるなど、更なる賑わいを見せている。
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